
地方準備作業の体制について（イメージ）

支援センター○○地方準備会
　

○委　員 ：弁護士会，扶助協会，裁判所，

司法書士会，検察庁，法務局，

(地方公共団体)から
○委員長＝委員の互選により決定

準備会作業グループ

○弁護士会職員 　 １～２名　　

○扶助協会職員　 １名

○裁判所職員　 　１名

○司法書士会職員　１名

○法務省職員

・検察庁職員　　　１名（法務局に併任）

　　・法務局職員　　　１名

　　・賃金職員　 　　　１名

(○地方公共団体職員　１名)　

事
務
処
理

<役割>
　司法法制部長の依頼により地方におけるセンターの設立準備の支援を
行うことなど


